[bookmark: _Hlk98332625][bookmark: _Hlk90046905]宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金交付要綱
令和４年３月31日　
宇佐市告示第100号　
改正　令和５年３月30日宇佐市告示第99号　令和６年３月27日宇佐市告示第118号
　　　令和７年３月４日宇佐市告示第47号	
（趣旨）
[bookmark: _Hlk98332718]第１条　この要綱は、子育て世帯へのマイホーム新築を支援し、若者世代の地域活動に対する機運醸成を図ることにより、定住人口の増加促進及び地域の活性化と共助体制の拡充を促すため、市内在住の子育て世帯が居住する住宅を新築した場合に、宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金（以下「奨励金」という。）を予算の範囲内において交付することについて、宇佐市補助金等交付規則（平成17年宇佐市規則第33号。以下「規則」という。）その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（交付対象者）
第２条　奨励金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(１)　18歳未満の世帯員（入居日が属する年度の４月１日時点において18歳未満の者をいい、入居日時点においての胎児を含む。）と同居する世帯で市内に在住する者であること。
(２)　居住を目的とした住宅を新築し、居住している者であること。
(３)　居住後５年以上の定住を誓約できる者であること。
(４)　自治会活動など地域のまちづくり活動に積極的に参画できる者であること。
(５)　宇佐市暴力団排除条例（平成23年宇佐市条例第13号）第２条第１号に規定する暴力団若しくは同条第２号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(６)　市区町村民税等の滞納がない者であること。
(７)　過去にうさ暮らし定住支援事業補助金（令和２年宇佐市告示第59号）のうち住宅取得支援事業の補助金の交付及び本奨励金の交付を受けていない者であること。
（奨励金の額）
第３条　奨励金は、10万円とし、１回に限り交付する。
２　対象となる新築住宅の住所が周辺地域（宇佐市安心院町及び宇佐市院内町の全区域並びに宇佐市麻生地区、西馬城地区、和間地区、長峰地区、横山地区、天津地区、北馬城地区、高家地区、八幡地区、糸口地区及び封戸地区の11区域をいう。）に位置する場合は、前項の額に５万円加算した額とする。
（交付の申請）
[bookmark: _Hlk90293841]第４条　奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金交付申請書（様式第１号）に、次の必要書類を添付し、対象となる新築住宅の登記完了後、６カ月以内までに市長に提出しなければならない。
[bookmark: _Hlk90315453](１)　新築住宅調書、区長による現地確認書（様式第２号）
(２)　世帯全員分の住民票の写し
(３)　申請者及び同居の者（16歳未満の者を除く）の宇佐市及び転居前の住所地における市区町村民税等の滞納のない証明書
(４)　登記簿謄本または引渡書等、新築した住宅を取得したことを証する書類の写し
(５)　誓約書（様式第３号）
[bookmark: _Hlk90364284](６)　新築住宅の写真
(７)　その他市長が必要と認める書類
　（交付決定の通知）
第５条　市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認めるときは、速やかに宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金交付（不交付）決定通知書（様式第４号。以下「交付決定通知」という。）により、申請者に通知するものとする。
２　前項の審査の結果、補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における奨励金の交付をしない場合は、前項の例によりその旨を申請者に通知する。
　（事業着手届、事業完了届及び完了検査の省略）
第６条　奨励金に係る事業着手届及び事業完了届の提出並びに完了検査（以下「届出等」という。）は、規則第９条ただし書及び第11条ただし書に規定する市長が必要のないと認めるときの届出等とする。
（奨励金の請求）
第７条　奨励金の交付決定を受けた者が、奨励金の交付を受けようとするときは、宇佐市子育て応援マイホーム新築奨励金交付請求書（第５号様式）に交付決定通知の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
（交付決定の取消し等)
第８条　市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消し、若しくは既に交付した奨励金の返還を命じることができる。
(１)　この要綱に違反したとき。
(２)　虚偽の申請その他不正行為をしたとき。
(３)　その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。
（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
１　この告示は、令和４年４月１日から施行する。
２　この告示の施行後３年ごとに、この奨励金のあり方、必要性等について必要な見直しを行うものとする。
　　附　則（令和５年３月30日宇佐市告示第99号）
この告示は、令和５年４月１日から施行する。
　　附　則（令和６年３月27日宇佐市告示第118号）
この告示は、令和６年４月１日から施行する。
　　附　則（令和７年３月４日宇佐市告示第47号）
この告示は、令和７年４月１日から施行する。




様式第１号（第４条関係）
　　年　　　月　　　日　

宇佐市長　後藤　竜也　様
【申請者】
住　　所　〒　　　　　－
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　電話番号　　　　　－　　　　　－　　　　　　


宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金交付申請書

宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。


１．住宅の所在地
□周辺地域（　　　　地区）　　　□周辺地域外

２．交付申請額　　　　　　　金　　　　　　円　

３．添付書類
（１）新築住宅調書、区長による現地確認書（様式第２号）
（２）世帯全員分の住民票の写し
（３）申請者及び同居の者（16歳未満の者を除く）の宇佐市及び転居前の住所地における市区町村民税等の滞納のない証明書
（４）登記簿謄本または引渡書等、新築した住宅を取得したことを証する書類の写し
（５）誓約書（様式第３号）
（６）新築住宅の写真　
（７）その他市長が必要と認める書類

様式第２号（第４条関係）
新築住宅調書
	申請者
	ふりがな
	
	生 年 月 日

	
	氏　　名
	
	年　　月　　日

	世 帯 構 成
	氏　　名（年齢）
	氏　　名（年齢）

	
	（　　歳）
	（　　歳）

	
	（　　歳）
	（　　歳）

	
	（　　歳）
	（　　歳）

	所　在　地
	宇佐市
（※　　　　　地区）

	建築工事契約日
	年　　　月　　　日

	完　成　日
	年　　　月　　　日

	入　居　日
	年　　　月　　　日


※周辺地域加算に該当する場合は記入


【区長による現地確認書】

上記については、本自治区内において新築された物件であることを確認しました。


　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　












様式第３号（第４条関係）
　　年　　　月　　　日　

宇佐市長　後藤　竜也　様


【申請者】　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　　所　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　  　   　


[bookmark: _Hlk90362935]宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金に関する誓約書

　宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金の交付申請にあたり、下記事項について誓約します。

１．入居日から５年以上宇佐市に定住します。

２．自治会活動など地域のまちづくり活動に積極的に参画します。

３．暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではありません。

４．奨励金交付の審査や事業完了後の定住状況等を把握するために、必要な住民登録の状況や納税状況等の情報を、宇佐市が調査することを承諾します。

５．上記の事項に違反があったとき又は申請に事実と相違することがあったときは、宇佐市から受けた奨励金を直ちに返還します。 


様式第４号（第５条関係）
第　　　　　　　号　
　　年　　　月　　　日　
　　　　　　　　　　様

宇佐市長　　　　　　　　　　　　印　　　


宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金交付（不交付）決定通知書

年　　　月　　　日付けで申請のありました宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金について、下記のとおり交付（不交付）決定したので通知します。

記

１．奨励金の交付決定額　　　　　　金　１００，０００　円　

　２．不交付の理由（不交付の場合）



様式第５号（第７条関係）
　　年　　　月　　　日　
宇佐市長　後藤　竜也　様

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　


宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金交付請求書

年　　　月　　　日付け　　　　　第　　　号で交付決定通知のありました宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金について、宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金交付要綱第７条の規定により下記のとおり請求します。

記

１．奨励金の請求の額　　　　金　　　　　　　　　　円　
２．添付書類　　　　　　　　宇佐市定住促進子育てホーム新築奨励金交付決定通知書の写し
３．振込先
	　フリガナ
	

	口座名義
	

	金融機関名
	
	支店名
	

	種　　別
	普通・当座・その他
	口座番号
	

	株式会社ゆうちょ銀行
	記号
	
	
	
	
	
	番号
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	店番
	
	
	
	
	種別
	普通　・当座　・その他



2

